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◎
問
い
合
わ
せ

☎
40
・7
0
8
0
FAX 

28
・
9
1
8
8

本
庁

　市
民
生
活
課

　窓
口
一
係

◎
問
い
合
わ
せ

☎
0
5
0・2
0
1
8・1
0
1
0

佐
賀
市
臨
時
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　〒
8
4
0
‐
8
5
0
1

　佐
賀
市
栄
町
1
番
1
号

　佐
賀
市
教
育
委
員
会

　こ
ど
も
家
庭
課

　こ
ど
も
育
成
係

☎
40
・7
2
8
5（
市
役
所
1
階
）

◎
問
い
合
わ
せ

　本
庁

　総
務
法
制
課

　情
報
公
開
係

☎
40
・7
0
2
2
FAX 

26
・
4
8
2
1

●
情
報
公
開
制
度

　誰
も
が
市
の
保
有
情
報
を
公
開
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
請
求
さ
れ
た
公
文
書

等
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
も
の

な
ど
の
一
定
の
情
報
を
除
き
、
原
則
公
開
し
て

い
ま
す
。

●
個
人
情
報
保
護
制
度

　市
民
の
皆
さ
ん
の
権
利
と
利
益
を
保
護
す
る

た
め
、
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、

本
人
に
限
り
、
自
分
の
情
報
を
見
た
り
、
誤
り

を
正
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

【
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー 

】

　本
庁
1
階
情
報
公
開
係
内
に
、
市
で
作
成
し

た
資
料
（
刊
行
物
、
予
算
書
な
ど
）
を
ど
な
た
で

も
ご
覧
い
た
だ
け
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま

す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
行
政
資
料
の
一
覧
表

や
市
報
さ
が
、
統
計
書
、
住
民
基
本
台
帳
月

報
、
旧
市
町
村
史
な
ど
を
公
開
中
で
す
。

平
成
26
年
度 

情
報
公
開
制
度
・

個
人
情
報
保
護
制
度
の
実
績
を
公
表
し
ま
す

　佐
賀
市
の
直
営
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
指
導

員
と
し
て
、
小
学
生
の
安
全
確
保
と
健
全
育
成

に
あ
た
っ
て
い
た
だ
け
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
要
件

【
嘱
託
職
員
】

・
平
日
は
12
時
30
分
〜
18
時
30
分
、
土
曜
・
長

期
休
業
期
間
は
8
時
〜
18
時
30
分
内
で
週
30

時
間
の
交
代
制
勤
務

・
保
育
士
、
社
会
福
祉
士
、
幼
稚
園
教
諭
、
小
・

中
・
高
等
学
校
教
諭
免
許
等
の
資
格
を
お
持

ち
の
人
（
詳
細
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
）

・
報
酬
月
額

　1
4
8
，0
0
0
円

【
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
指
導
員
】

・
週
に
1
〜
3
日
程
度
活
動
で
き
る
人
（
不
定

期
な
活
動
、
長
期
休
業
中
な
ど
限
ら
れ
た
期

間
の
活
動
な
ど
）

・
有
償

　8
2
6
円
／
時
間

【
共
通
要
件
】

・
心
身
と
も
に
健
康
で
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

指
導
員
と
し
て
社
会
参
加
し
て
み
た
い
人

・
児
童
の
健
全
育
成
に
関
心
が
あ
り
、
子
ど
も

た
ち
に
遊
び
を
通
し
て
指
導
で
き
る
人

・
雇
用
期
間
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
期
間

　8
月
1
日
〜
平
成
28
年
3
月
31
日

　（更
新
の
場
合
あ
り
）。

・
募
集
人
員

　若
干
名

・
実
施
場
所

　佐
賀
市
立
小
学
校
敷
地
内
の
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ

・
実
施
時
間

　学
校
開
校
日

　放
課
後
〜
18
時
30
分

　長
期
休
業
中

　8
時
〜
18
時
30
分

　土
曜

　
　
　
　8
時
〜
18
時
30
分

■
応
募
方
法

　市
販
の
履
歴
書
に
写
真
貼
付
、
氏
名
、
性
別
、

生
年
月
日
、
住
所
、
電
話
番
号
、
職
歴
、
資
格
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
経
験
、
応
募
の
動
機
、
嘱
託
ま

た
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
応
募
区
分
、
活
動
希
望

校
区
（
第
3
希
望
ま
で
）
を
記
入
の
上
、
郵
送
ま

た
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

■
応
募
期
限

　7
月
27
日
（
月
）
17
時
必
着

■
選
考
方
法

　面
接

　面
接
日

　7
月
29
日
（
水
）

平
成
27
年
度 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
募
集

　申
請
期
間
（
11
月
30
日
（
月
）
ま
で
）
を
過
ぎ

る
と
、
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　制
度
内
容
の
詳
細
は
、
市
報
さ
が
7
月
15
号

と
同
時
配
布
し
て
い
る
『
佐
賀
市
か
ら
の
大
切

な
お
知
ら
せ
』
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
受
給
資
格

　平
成
27
年
度
住
民
税
が
非
課
税
の
人

※
住
民
税
課
税
者
の
被
扶
養
者
や
、
生
活
保
護

制
度
の
被
保
護
者
等
を
除
く
。

■
支
給
額

　1
人
あ
た
り
6
千
円

■
支
給
時
期

　10
月
以
降
順
次

■
申
請
書
送
付
時
期

　7
月
末
頃

■
受
付
期
間

　8
月
1
日
（
土
）〜
11
月
30
日
（
月
）

※
当
日
消
印
有
効

■
申
請
方
法

　郵
送
申
請
・
窓
口
申
請

　支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
人
に
は
、

申
請
書
と
返
信
用
封
筒
（
切
手
不
要
）
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
郵
送
優
先
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
窓
口
受
付
時
間
】

○
平
日

　9
時
〜
17
時

　火
曜
は
19
時
ま
で
（
本
庁
の
み
）

○
8
月
〜
9
月
の
日
曜

　9
時
〜
16
時
（
本
庁
の
み
）

※
土
曜
、
祝
日
は
受
付
不
可
。

■
申
請
先

○
本
庁

　3
階
第
1
会
議
室
（
本
庁
舎
東
側
）

○
各
支
所

　保
健
福
祉
課
（
平
日
の
み
）

○
郵
送
の
場
合

　〒
8
4
0
‐
8
5
0
1

　佐
賀
市
栄
町
1
番
1
号

　佐
賀
市
福
祉
総
務
課

　臨
時
給
付
金
室

●
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
受
け

付
け
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
人
に
、
申

請
書
と
返
信
用
封
筒
を
6
月
中
旬
に
送
付
し
て

い
ま
す
。

　受
付
期
間
は
11
月
30
日
（
月
）
ま
で
で
す
。
今

年
度
は
臨
時
福
祉
給
付
金
対
象
児
童
に
も
支
給

さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　■
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
概
要

　・
受
給
資
格

　6
月
分
児
童
手
当
の
受
給
者

　・
支
給
額

　児
童
手
当
支
給
対
象
児
童
1
人

あ
た
り
3
千
円

　・
支
給
時
期

　10
月
以
降
順
次

　※
公
務
員
の
人
に
は
申
請
書
を
送
付
し
て
い

な
い
た
め
、
勤
務
先
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
8
月
に
給
付
金
の
一
斉
受
け
付
け
を
実
施
し

ま
す
。

　各
小
学
校
区
で
、
校
区
公
民
館
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
支
所
の
い
ず
れ
か
を
会
場
と

し
て
、
臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
の
申
請
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　詳
し
く
は
、『
佐
賀
市
か
ら
の
大
切
な
お
知
ら

せ
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」の
申
請
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

●
取
扱
郵
便
局

　佐
賀
嘉
瀬
郵
便
局
、
川
久
保

郵
便
局
、
蓮
池
郵
便
局
、
北
山
郵
便
局
（
富
士
）、

三
反
田
郵
便
局
（
大
和
）

●
取
扱
時
間

　平
日 

9
時
〜
17
時
（
土
日
・
祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

●
窓
口
で
請
求
す
る
人
の
本
人
確
認
書
類
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

①
官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
身
分
証
明
書

（
1
点
提
示
）
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど

②
①
の
身
分
証
明
書
が
な
い
場
合
（
複
数
提
示
）

健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
介
護
保
険
被
保
険

者
証
、
年
金
手
帳
、
顔
写
真
な
し
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
、
学
生
証
、
社
員
証
な
ど

【
注
意
】

①
委
任
状
に
よ
る
代
理
請
求
・
第
三
者
か
ら
の

請
求
・
無
料
請
求
は
、
郵
便
局
で
は
取
り
扱

い
で
き
ま
せ
ん
。

②
印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
本
人
分
し
か
交
付
で

き
ま
せ
ん
。
本
人
分
以
外
の
場
合
は
、
お
近

く
の
支
所
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

市
内
5
つ
の
郵
便
局
で
住
民
票
な
ど
の
証
明
書
が
取
得
で
き
ま
す

市長事務部局 81 18 60 1(1) 2 55 34 14 6(6) 1 180 133 3 44 168 598
議会 1 1 6
教育委員会 13 6 6 1 2 1 1 80 66 2 12 59 219
選挙管理委員会 16 8 8 0 19
公平委員会 4
監査委員 2
農業委員会 1 1 24 24 11
固定資産評価審査委員会 5 5 0

0
2

公営企業管理者 7 3 3 1 2 1 1 57
総合計（年間） 102 28 69 1(1) 4 60 37 16 6(6) 1 305 231 13 61 227 918

個人情報取扱
事務件数

（H27.4.1現在）
取下げ 部分

公開
傍聴
者数

開示請
求等の
件数

（　）の数は、公文書不存在によるうち数です。

公開

部局等 公開請
求等の
件数

部分
公開 公開 非公開

運用状況（H26.4.1～H27.3.31）
個人情報の開示状況 審議会等の公開状況

非公開

会議の
開催回
数開示 部分

開示 取下げ不開示

公文書の公開状況

証明書の種類 請求できる方

住民票の写し（除票、改製原住民
票を除く）、住民票記載事項証明
書（市様式のみ）

本人または同じ住
民票に記載されて
いる人

本人のみ（印鑑登
録証をご持参くだ
さい）

本人のみ

本人または同じ戸
籍（または除籍）
に記載されている
人（本籍地が佐賀
市の人）

戸籍謄本・抄本、戸籍一部事項証
明書、戸籍記載事項証明書

除籍謄本・抄本、除籍一部事項証
明書、除籍記載事項証明書

戸籍の附票の写し（除かれた附票、
改製原附票を除く）

納税証明書、完納証明書（軽自動
車、国民健康保険税は除く）

固定資産評価・公課証明書、
名寄帳、無資産証明書

課税（所得）証明書（個人分のみ）

印鑑登録証明書

じょひょう かいせいげんじゅうみん

ひょう

こせきとうほん

じょせきとうほん

なよせちょう

しょうほん


